
京都市久世ふれあいセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市久世ふれあいセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市久世ふれあいセンター条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表舞台設備の項中「７３０」を「７６０」に，「３７０」を「３８０」に，「６１０」

を「６３０」に，「４９０」を「５１０」に改め，同表音響設備の項中「１，６００」を「１，

６７０」に，「３，７００」を「３，８７０」に，「２，５００」を「２，６１０」に改め，

同表映写設備の項中「２，５００」を「２，６１０」に，「１，３００」を「１，３６０」

に改め，同表照明設備の項中「３７０」を「３８０」に，「２５０」を「２６０」に改め，

同表ピアノの項中「５，５００」を「５，７６０」に改め，同表茶道具の項中「２，６０

０」を「２，７２０」に改め，同表備考２中「に１００円」を「に１０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市久世ふれあいセンター条例施行規則（以下「改正後の

規則」という。）の規定による付属設備の使用料の徴収その他これを徴収するために必

要な準備行為は，この規則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し，

同日前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。 
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